
                        事 務 連 絡 
                           令和２年６月 12 日 

 
別記 御中 

              

 

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

高 齢 者 支 援 課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について 

 

 

厚生労働行政の推進につきまして、平素から格段の御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

現在、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月20日閣議

決定）に基づき、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に

家計への支援を行うため、市区町村において、特別定額給付金（以下「給付

金」という。）の支給・申請受付を開始しているところです。 

給付金の受給のためには、申請手続が必要となりますが、高齢者の中には、

御自身だけでは申請手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいら

っしゃいます。 

このため、今般、高齢者の給付金の申請手続に関し、関係者の皆様に御配慮い

ただきたい事項について整理いたしましたので、貴会におかれましては、別紙の

内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力をお願

いいたします。 

 
【別紙】 

「特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について」（令

和２年６月 10 日付厚生労働省総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

  



（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 

 

 

 


